
 

 

第２１回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

  議案の数 

種 別 
専決処分

報 告 
予 算 条 例 その他 計 

件 数 １ １ ２５ ６ ３３ 

 

  議案の名称 

＜専決処分報告＞ 

報告第  ２号  平成２４年度尼崎市一般会計補正予算（第３号） 

＜予算＞ 

議案第１２６号  平成２４年度尼崎市一般会計補正予算（第４号） 

＜条例＞ 

議案第１２７号  尼崎市公債条例の一部を改正する条例について 

議案第１２８号  尼崎市立公民館条例の一部を改正する条例について 

議案第１２９号  尼崎市障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の

人員、設備及び運営の基準等を定める条例について 

議案第１３０号  尼崎市老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホー

ムの設備及び運営の基準を定める条例について 

議案第１３１号  尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準等を定める条例について 

議案第１３２号  尼崎市社会福祉法に基づく軽費老人ホーム及び婦人保護施設の設

備及び運営の基準を定める条例について 

議案第１３３号  尼崎市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営の基準等を定

める条例について 

議案第１３４号  尼崎市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準を

定める条例について 

議案第１３５号  尼崎市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例につい

て 

議案第１３６号  尼崎市医療法に基づく専属の薬剤師を置かなければならない診療 

平成２４年１１月２７日 

議会運営委員会資料 
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所を定める条例について 

議案第１３７号  尼崎市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

議案第１３８号  尼崎市旅館業に係る構造設備の基準等を定める条例の一部を改正

する条例について 

議案第１３９号  尼崎市理容の業に関する条例について 

議案第１４０号  尼崎市興行場営業に関する条例について 

議案第１４１号  尼崎市浴場業に関する条例について 

議案第１４２号  尼崎市クリーニング業に関する条例について 

議案第１４３号  尼崎市美容の業に関する条例について 

議案第１４４号  尼崎市立保育所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

について 

議案第１４５号  尼崎市戸ノ内町北地区防災街区整備地区計画の区域内における建

築物の制限に関する条例について 

議案第１４６号  尼崎市公営住宅法に基づく公営住宅及び共同施設の整備基準を定

める条例について 

議案第１４７号  尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条

例について 

議案第１４８号  尼崎市市道の構造の技術的基準等を定める条例について 

議案第１４９号  尼崎市都市公園条例の一部を改正する条例について 

議案第１５０号  尼崎市下水道条例の一部を改正する条例について 

議案第１５１号  尼崎市自動車運送事業の設置等に関する条例及び尼崎市下水道事

業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

＜その他＞ 

議案第１５２号  工事請負契約について（城内高校校舎改修等工事） 

議案第１５３号  工事請負契約について（城内高校校舎改修等工事のうち機械設備

工事） 

議案第１５４号  工事請負契約について（武庫南小学校北東棟等耐震補強工事） 

議案第１５５号  工事請負契約について（小田北中学校北棟等耐震補強工事） 

議案第１５６号  指定管理者の指定について（尼崎市立富松住宅） 

議案第１５７号  訴えの提起について（建物明渡し等請求事件） 
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２ その他の報告 

  議会の指定に基づく専決処分 

・ 和解及び損害賠償の額の決定 

交通事故    ４件   ８２４，１９９円 

 

３ 追加提出予定案件 

＜人事＞ 

・ 尼崎市教育委員会の委員の任命 

・ 尼崎市固定資産評価審査委員会の委員の選任 
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第２１回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 専決処分報告 番 号 報告第２号 所 管 選挙管理委員会事務局 

件 名 専決処分について（平成２４年度尼崎市一般会計補正予算（第３号）） 

内       容 

１ 専決処分理由 
平成２４年１１月１６日付けで衆議院が解散し、平成２４年１２月１６日に衆議院

議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を実施することとなったため、急施を必要
としたので、補正予算について専決処分したもの。 

 
２ 専決処分日 

平成２４年１１月１６日 
 
３ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

192,974,007 112,267 193,086,274 

 
４ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

県支出金 112,267 総務費 112,267 

合  計 112,267 合  計 112,267 

 
５ 補正予算の内容 
  歳入歳出予算 
○ 総務費 
・ 衆議院議員選挙費                １１２，２６７千円 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の実施経費 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１２６号 所 管 各事業所管課 

件 名 平成２４年度尼崎市一般会計補正予算（第４号） 

内       容 

１ 補正予算の規模 
（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

193,086,274 589,057 193,675,331 

 
２ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

地方交付税 31,352 民生費 482,357 

国庫支出金 29,580 土木費 10,000 

県支出金 159,525 教育費 96,700 

諸収入 5,000   

市債 363,600   

合  計 589,057 合  計 589,057 

 
３ 繰越明許費 

追加                         （単位：千円） 

款 項 事 業 名 金 額 

民生費 児童福祉費 尼崎学園施設整備事業 481,415 

土木費 住宅費 市営住宅維持整備事業 50,000 
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４ 債務負担行為 
追加                           （単位：千円） 

事  項 期  間 限度額 

じんかい収集等委託事業 平成 25 年度 1,008,957 

給食調理業務委託事業 平成 25 年度 166,391 

 
変更                           （単位：千円） 

補 正 前 補 正 後 
事  項 

期 間 限度額 期 間 限度額 

中学校施設耐震化事業 平成25年度 464,784 平成 25 年度 213,991 

 
５ 補正予算の内容 

国の経済対策により兵庫県において設置されている「社会福祉施設等防災整備基
金」を活用した尼崎学園の施設整備を実施するほか、市町村振興宝くじの収益金を活
用した街路灯の LED 化などを実施する。費目別事業概要等は別紙のとおり。 
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別 紙 

費目別事業概要等 

 

民生費 482,357 千円 

  

施設整備事業費（尼崎学園） 

県の社会福祉施設等防災整備基金を活用し、尼崎学園の施設整

備を実施する。当該基金の活用にあたっては、平成 24 年度内

に工事請負契約を締結する必要があるため、改築工事の前倒し

実施を行う。 

482,357 千円 

  

土木費 10,000 千円 

  

街路灯維持管理事業費 

市町村振興宝くじ収益金を原資とする市町村振興協会市町交付

金を活用し、市内の街路灯のうち共架型 20W 蛍光灯を省エネ型

照明である LED 灯に改修する。 

10,000 千円 

  

教育費 96,700 千円 

  

学校施設耐震化事業費（中学校） 

小田北中学校の耐震補強工事において、設計段階における工事

工程の見直しによって、工期が短縮されたことに伴い、支払方

法を変更したため、年度内の支払額を増額する。 

96,700 千円 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１２７号 所 管 財政課 

件 名 尼崎市公債条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 
本条例においては、公債証券等を紛失等した者から代証券等の交付請求があった場

合、市長は、非訟事件手続法に規定する除権決定があったときに限り、それを交付す
ると規定している。 
今般、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成２３年法律第５３号）の制定により、現行の非訟事件手続法（明治３１年
法律第１４号）が全面的に改められることとなり、新たな非訟事件手続法（平成２３
年法律第５１号）が制定されたため、所要の整備を行うもの。 

 
２ 改正内容 
  第７条第２項における引用法律及び条項を、現行の非訟事件手続法から、新たに制
定された非訟事件手続法の該当条項に改める。 

 
３ 施行期日 
  平成２５年１月１日 
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尼崎市公債条例 

改正後 現 行 

(盗難、紛失又は滅失) 

第 7 条 1 略 

2 前項の場合において、市長は、非訟事件手続

法(平成 23 年法律第 51 号)第 106 条第 1 項に

規定する除権決定があったときに限り、代証

券又は代利札を交付する。この場合において

は、代証券又は代利札を交付するまでの間、

前項の証券又は利札に係る元利金の支払を停

止することができる。 

3 略 

(盗難、紛失又は滅失) 

第 7 条 1 略 

2 前項の場合において、市長は、非訟事件手続

法(明治 31 年法律第 14 号)第 148 条第 1 項に

規定する除権決定があったときに限り、代証

券又は代利札を交付する。この場合において

は、代証券又は代利札を交付するまでの間、

前項の証券又は利札に係る元利金の支払を停

止することができる。 

3 略 
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（議案説明資料） 

 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１２８号 所 管 中央公民館 

件 名 尼崎市立公民館条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 
  中央公民館、地区公民館及び公民館分館全２２館について、施設の老朽化が進んで
いることもあり、引き続きすべての館を維持していくことが困難であるため、平成２
４年度末をもって公民館分館１６館を廃止することから、公民館条例の一部を改正す
るもの。 

 
２ 改正内容 
   別表第１中、蓬川分館、開明分館、竹谷分館、城内分館、杭瀬分館、城北分館、

大庄南分館、稲葉荘分館、宮前分館、立花西分館、尾浜分館、武庫北分館、塚口南
分館、戸ノ内分館、園和北分館及び小園分館の項を削除する。 

  別表第２中、公民館分館の使用料を削除する。 
 
３ 施行期日 

平成２５年４月１日 
 

４ その他 
  この条例の施行により、公民館分館としての用途が廃止された後の建物及び用地等
のうち、当該地域の団体等で引き受け先のあるものについては、平成２５年度から「地
域学習館」として、無償貸与するとともに、中央及び地区公民館に人員の一部や財源
を集中し機能強化を図る。 
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尼崎市立公民館条例 

改正後 現 行 

別表第１ 

名称 位置 

尼崎市立中央公民館 尼崎市西難波町6丁目 

14番34号 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

尼崎市立小田公民館 尼崎市潮江1丁目11番 

1-101号 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

尼崎市立大庄公民館 尼崎市大庄西町3丁目 

6番14号 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

尼崎市立立花公民館 尼崎市塚口町3丁目39 

番地の7 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

尼崎市立武庫公民館 尼崎市武庫之荘8丁目 

1番1号  

別表第１ 

名称 位置 

尼崎市立中央公民館 尼崎市西難波町6丁目 

14番34号 

尼崎市立中央公民館 

蓬川分館 

尼崎市西難波町2丁目 

31番5号 

尼崎市立中央公民館 

開明分館 

尼崎市開明町3丁目22 

番地 

尼崎市立中央公民館 

竹谷分館 

尼崎市宮内町3丁目 

141番地 

尼崎市立中央公民館 

城内分館 

尼崎市大物町1丁目19 

番28号 

尼崎市立小田公民館 尼崎市潮江1丁目11番 

1-101号 

尼崎市立小田公民館 

杭瀬分館 

尼崎市杭瀬本町1丁目 

3番24号 

尼崎市立小田公民館 

城北分館 

尼崎市西長洲町2丁目 

33番1号 

尼崎市立大庄公民館 尼崎市大庄西町3丁目 

6番14号 

尼崎市立大庄公民館 

大庄南分館 

尼崎市武庫川町1丁目 

25番地 

尼崎市立大庄公民館 

稲葉荘分館 

尼崎市稲葉荘1丁目3番 

26号 

尼崎市立立花公民館 尼崎市塚口町3丁目39 

番地の7 

尼崎市立立花公民館 

宮前分館 

尼崎市塚口本町2丁目 

12番3号 

尼崎市立立花公民館 

立花西分館 

尼崎市南武庫之荘2丁 

目20番12号 

尼崎市立立花公民館 

尾浜分館 

尼崎市尾浜町2丁目5番 

8号 

尼崎市立武庫公民館 尼崎市武庫之荘8丁目 

1番1号  
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別表第２ 

１・２ 略 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

尼崎市立園田公民館 尼崎市食満2丁目1番1号 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

別表第２ 

１・２ 略 

 

３ 公民館分館の使用料 

使用料 区分 

午前9時から

午後0時まで 

午後1時から

午後5時まで 

午後6時から

午後9時まで 

ホール 720円 840円 1,200円

学習室 420円 540円 720円

和室 420円 540円 720円

実習室 720円 840円 1,200円 

尼崎市立武庫公民館 

武庫北分館 

尼崎市西昆陽1丁目23 

番30号 

尼崎市立園田公民館 尼崎市食満2丁目1番1号 

尼崎市立園田公民館 

塚口南分館 

尼崎市南塚口町2丁目 

31番26号 

尼崎市立園田公民館 

戸ノ内分館 

尼崎市戸ノ内町3丁目 

8番12号 

尼崎市立園田公民館 

園和北分館 

尼崎市東園田町3丁目 

76番地の16 

尼崎市立園田公民館 

小園分館 

尼崎市若王寺3丁目2番 

21号 

17
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１２９号 所 管 
障害者自立支援担当 
障害福祉課 

件 名 
尼崎市障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及
び運営の基準等を定める条例について 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第３７号及び第１０５号）が制定され、障害者自立支
援法の一部が改正された。 
この改正により、これまで厚生労働省令により定められていた指定障害福祉サービ

ス事業の人員、設備及び運営の基準等について、中核市などの条例で定めることとさ
れたため、新たに条例を制定するもの。 

 
２ 条例制定の考え方 
  厚生労働省令は「従うべき基準」、「標準」及び「参酌すべき基準」に区分され、そ
れらをもとに基準を条例で定めることとされたことから、この省令の基準を基本とし
つつ兵庫県が独自で制定する基準も参考にし、尼崎市社会保障審議会障害者福祉等専
門分科会等の意見を踏まえ、本市の実情等を鑑み、条例を制定する。 

   従うべき基準 
人員配置、居室面積、人権、安全の確保、秘密保持等に関連すること 

   標準 
利用定員 

   参酌すべき基準 
 以外の設備及び運営に関すること 

 
３ 本市の独自基準 
   生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援Ｂ型について、市長が認め

た場合にあっては、定員下限を１０人以上とすることができるよう規定する。 
   人格尊重、虐待防止、事故発生の防止に関する義務付けを行う。 
  暴力団等の参入又は影響を排除する旨を規定する。 
  運営内容の評価と改善を義務付け、結果の公表に努めるよう規定する。 
  職員研修について、計画の策定等、計画的な人材の育成に努めるよう規定する。 

 
４ 施行期日    

平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１３０号 所 管 高齢介護課 

件 名 
尼崎市老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及
び運営の基準を定める条例について 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第３７号）が制定され、老人福祉法の一部が改正され
た。 
この改正により、これまで厚生労働省令により定められていた養護老人ホーム及び

特別養護老人ホームの設備及び運営の基準について、中核市などの条例で定めること
とされたため、新たに条例を制定するもの。 
 

２ 条例制定の考え方 
  厚生労働省令は「従うべき基準」、「標準」及び「参酌すべき基準」に区分され、そ
れらをもとに基準を条例で定めることとされたことから、この省令の基準を基本とし
つつ兵庫県が独自で制定する基準も参考にし、尼崎市社会保障審議会高齢者保健福祉
専門分科会等の意見を踏まえ、本市の実情等を鑑み、条例を制定する。 
  従うべき基準 
人員配置、居室面積、人権、安全の確保、秘密保持等に関連すること 

   標準 
入所定員 

   参酌すべき基準 
 以外の設備及び運営に関すること 

 
３ 本市の独自基準 
   特別養護老人ホームの居室定員について、市長が認める場合は４人以下とする。 
   サービス提供に関する記録の保存年限を５年とする。 
  人格尊重、虐待防止に関する義務付けを行う。 
  暴力団等の参入又は影響を排除する旨を規定する。 
  運営内容の評価と改善を義務付け、結果の公表に努めるよう規定する。 
  職員研修について、計画の策定等、計画的な人材の育成に努めるよう規定する。 

 
４ 施行期日    

平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１３１号 所 管 高齢介護課 

件 名 
尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基
準等を定める条例について 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第３７号）及び介護サービスの基盤強化のための介護
保険法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第７２号）が制定され、介護保険法
の一部が改正された。 
この改正により、これまで厚生労働省令等により定められていた指定居宅サービス

事業等の人員、設備及び運営の基準等について、中核市などの条例で定めることとさ
れたため、新たに条例を制定するもの。 
 

２ 条例制定の考え方 
  厚生労働省令は「従うべき基準」、「標準」及び「参酌すべき基準」に区分され、そ
れらをもとに基準を条例で定めることとされたことから、この省令の基準を基本とし
つつ兵庫県が独自で制定する基準も参考にし、尼崎市社会保障審議会高齢者保健福祉
専門分科会等の意見を踏まえ、本市の実情等を鑑み、条例を制定する。 
  従うべき基準 
人員配置、居室面積、人権、安全の確保、秘密保持等に関連すること 

   標準 
利用定員 

   参酌すべき基準 
 以外の設備及び運営に関すること 

 
３ 本市独自の基準 
   介護老人福祉施設の居室定員について、市長が認める場合は４人以下とする。 
   サービス提供に関する記録の保存年限を５年とする。 
  人格尊重、虐待防止、事故発生の防止に関する義務付けを行う。 
  暴力団等の参入又は影響を排除する旨を規定する。 
  運営内容の評価結果の公表に努めるよう規定する。 
  職員研修について、計画の策定等、計画的な人材の育成に努めるよう規定する。 

 
４ 施行期日    

平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１３２号 所 管 
高齢介護課 
生活支援相談課 

件 名 
尼崎市社会福祉法に基づく軽費老人ホーム及び婦人保護施設の設備及び運営
の基準を定める条例について 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が制定され、社会福祉法の一部が改正さ
れた。 
この改正により、これまで厚生労働省令により定められていた軽費老人ホーム及び

婦人保護施設の設備及び運営の基準について、中核市などの条例で定めることとされ
たため、新たに条例を制定するもの。 
 

２ 条例制定の考え方 
  厚生労働省令は「従うべき基準」、「標準」及び「参酌すべき基準」に区分され、そ
れらをもとに基準を条例で定めることとされたことから、この省令の基準を基本とし
つつ兵庫県が独自で制定する基準も参考にし、本市の実情等を鑑み、条例を制定する。 

   従うべき基準  人員配置、居室面積、入所者の人権、安全の確保、秘密保持等 
   標準      利用定員 
   参酌すべき基準  以外の設備及び運営に関すること 
 
３ 本市の独自基準 
   軽費老人ホーム 
  ア サービス提供に関する記録の保存年限を５年とする。 
  イ 虐待防止に関する義務付けを行う。 
   婦人保護施設 
  ア 研修の機会の確保の義務付けを行う。 

イ 秘密保持に関する義務付けを行う。 
ウ 事故発生の防止及び発生時の対応に関する義務付けを行う。 

   共通項目 
  ア 人格尊重に関する義務付けを行う。 
  イ 暴力団等の参入又は影響を排除する旨を規定する。 
 ウ 運営内容の評価と改善を義務付け、結果の公表に努めるよう規定する。 

  エ 職員研修について、計画の策定等、計画的な人材の育成に努めるよう規定する。 
   
４ 施行期日    

平成２５年４月１日 
25



 

26



（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１３３号 所 管 保護課 

件 名 
尼崎市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営の基準等を定める条例に
ついて 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が制定され、生活保護法の一部が改正さ
れた。 
この改正により、これまで厚生労働省令により定められていた保護施設の設備及び

運営の基準等について、中核市などの条例で定めることとされたため、新たに条例を
制定するもの。 
 

２ 条例制定の考え方 
  厚生労働省令は「従うべき基準」、「標準」及び「参酌すべき基準」に区分され、そ
れらをもとに基準を条例で定めることとされたことから、この省令の基準を基本とし
つつ兵庫県が独自で制定する基準も参考にし、本市の実情等を鑑み、条例を制定する。 

   従うべき基準 
人員配置、居室面積、人権、安全の確保、秘密保持等に関連すること 

   標準 
利用定員 

   参酌すべき基準 
 以外の設備及び運営に関すること 

 
３ 本市の独自基準 
   人格尊重、秘密保持に関する義務付けを行う。 
  暴力団等の参入又は影響を排除する旨を規定する。 
  運営内容の評価と改善を義務付け、結果の公表に努めるよう規定する。 
  研修の機会の確保の義務付けを行う。 
  職員研修について、計画の策定など、計画的な人材の育成に努めるよう規定する。 
  事故発生の防止及び発生時の対応に関する義務付けを行う。 

   医療保護施設を法令に基づき適切に運営するよう義務付けを行う。 
 
４ 施行期日 

平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 
 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１３４号 所 管 
保育課、こども家庭支援
課、生活支援相談課    

件 名 
尼崎市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例
について 

内       容 

１ 制定理由 
  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（平成２３年法律第３７号）により児童福祉法等の一部が改正された。 
この改正により、全国一律に厚生労働省令で定められていた児童福祉施設の基準の

うち、助産施設、母子生活支援施設及び保育所の基準については、中核市などの条例
で定めることとされたため、当該条例を新たに制定する。 

 
２ 厚生労働省令で定める基準 
  厚生労働省令は「従うべき基準」、「参酌すべき基準」に区分され、それらをもとに
基準を条例で定めることとされた。 

   従うべき基準・・・人員配置基準、居室面積基準、人権に直結する運営基準 
  参酌すべき基準・・ 以外の設備及び運営に関する基準 
 

３ 条例制定に当たっての基本的考え方 
  国の示す基準を上回る市独自の基準を設定した場合、その部分に対する国からの財
源措置がないことから、厚生労働省令の基準を基本としつつ、次の視点に基づき、既
存の施設に与える影響や、本市の財政状況等、地域の実情を鑑み、総合的に判断し、
条例を定めるものとする。 
  尼崎市社会保障審議会児童専門分科会及び同分科会計画推進部会や、保育所等運
営者からの意見聴取を踏まえる。 

  兵庫県の独自基準のうち省令に規定があり独自の要素が付加されたものの趣旨
を踏まえる。 

  パブリックコメントでの意見募集結果等を踏まえる。 
 
４ 本市で独自に定める基準 

基準については、本市独自で定める基準以外は、厚生労働省令の基準とする。 
   施設共通 

① 1.設置者及び施設の長は暴力団員等でないこと、2.運営が暴力団等の支配を受
けないことを規定 

② 運営内容の自己評価と改善を義務付け、その結果の公表に努めるよう規定 
③ 防災・防犯計画の策定や危機管理に必要な体制整備並びに職員、入所者又はそ
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の家族への取組内容の周知等の義務付けを規定 
④ 普通救命講習修了者の常時配置に努めることを規定 
⑤ 研修計画の策定や研修結果の記録の整備等計画的な人材育成に努めるよう規定 
⑥ 事故発生の防止及び発生時の対応の義務付けを規定 
⑦ 1.入所している者の安全・安心の確保、2.関係機関との連携、信頼関係の構築
に努めることの趣旨を規定 

  保育所 
① 現在の基準では義務付けのない２歳児未満の子どもがいない保育所への医務室
設置の義務付けを規定 

② 保育所に置く調理員のうち少なくとも１人は、栄養士又は調理師の配置の義務
付けを規定【上乗せ基準】 
※ 助産施設は、医療機関でもあることから他法令の医療機関の基準を適用す
るため、一部、本条例では適用除外している。 

 
５ 施行期日   
  平成２５年４月１日 
 
６ 経過措置 
   現存する保育所又は新築の工事中の建物で保育所の用に供されるもの等につい

ては、当分の間、医務室を設けないことができる。 
  現に調理員が置かれている保育所については、平成３０年３月３１日までの間、
栄養士又は調理師配置の義務付けの規定は適用しない。 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１３５号 所 管 保健企画課 

件 名 尼崎市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が施行され、薬事法の一部が改正された。 
この改正により、これまで県条例により定められていた薬局等の開設の許可等の権

限が県から保健所を設置する市へ移譲されることから、当該事務の審査等にかかる手
数料を新設する必要を認めたため、当該条例を一部改正するもの。 
 

２ 改正内容 
次の手数料を新設する。 

  薬局開設の許可の申請に対する審査 １件 ２９，０００円 
  薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 １件 １１，０００円 
  薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 １件 ６，３００
円 

  薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 １件 ４，
０００円 

  薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 １件 １１，０００円 
  薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 １件 ５，６０
０円 

  薬局製造販売医薬品の製造販売の承認 １品目 ９０円 
  薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認 １品目 ９０円 
  医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 １件 ２，０００円 
  医薬品の製造販売業の許可証の再交付 １件 ２，９００円 
  医薬品の製造業の許可証の書換え交付 １件 ２，０００円 
  医薬品の製造業の許可証の再交付 １件 ２，９００円 
  薬局開設許可証の書換え交付 １件 ２，０００円 
  薬局開設許可証の再交付 １件 ２，９００円 

 
３ 施行期日    

平成２５年４月１日 
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尼崎市保健衛生関係事務手数料条例 

改正後 現 行 

（手数料を徴収する事務及び手数料の額） 

第２条 手数料を徴収する事務及び手数料の額

は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ～  略 

  薬事法（昭和３５年法律第１４５号）に

基づく次に掲げる事務 

  ア 薬局の開設の許可の申請に対する審査 

１件 ２９，０００円 

イ 薬局の開設の許可の更新の申請に対す

る審査 １件 １１，０００円 

ウ 薬局の開設の許可証の書換え交付 １

件 ２，０００円 

エ 薬局の開設の許可証の再交付 １件 

２，９００円 

オ 薬局が製造販売する医薬品の製造販売

業の許可の申請に対する審査 １件 

６，３００円 

カ 薬局が製造販売する医薬品の製造販売

業の許可の更新の申請に対する審査 １

件 ４，０００円 

キ 薬局が製造販売する医薬品の製造販売

業の許可証の書換え交付 １件 ２，０

００円 

ク 薬局が製造販売する医薬品の製造販売

業の許可証の再交付 １件 ２，９００

円 

ケ 薬局が製造販売する医薬品の製造業の

許可の申請に対する審査 １件 １１，

０００円 

コ 薬局が製造販売する医薬品の製造業の

許可の更新の申請に対する審査 １件 

５，６００円 

サ 薬局が製造販売する医薬品の製造業の

許可証の書換え交付 １件 ２，０００

円 

シ 薬局が製造販売する医薬品の製造業の

（手数料を徴収する事務及び手数料の額） 

第２条 手数料を徴収する事務及び手数料の額

は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ～  略 

  薬事法（昭和３５年法律第１４５号）に

基づく次に掲げる事務 
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許可証の再交付 １件 ２，９００円 

ス 薬局が製造販売する医薬品の製造販売

の承認の申請に対する審査 １品目 ９

０円 

セ 薬局が製造販売する医薬品の製造販売

の承認事項の変更の承認の申請に対する

審査 １品目 ９０円 

ソ 略 

タ 略 

チ 略 

ツ 略  

 ～  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 略 

イ 略 

ウ 略 

エ 略 

 ～  略 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１３６号 所 管 保健企画課 

件 名 
尼崎市医療法に基づく専属の薬剤師を置かなければならない診療所を定める
条例について 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が制定され、医療法の一部が改正された。 
この改正により、これまで医療法により定められていた診療所の薬剤師の配置に関

する基準について、保健所を設置する市の条例で定めることとされたため、新たに条
例を制定するもの。 
 

２ 制定内容 
専属の薬剤師を配置する診療所の基準は、常時３人以上医師が勤務する診療所とす

る。 
 
３ 施行期日    

平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１３７号 所 管 生活衛生課 

件 名 
尼崎市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 
国の地域主権戦略大綱に基づき、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政
令等の整備等に関する政令（平成２３年政令第４０７号）等が制定され、食品衛生法
施行令等が改正された。 
この改正により、これまで食品衛生法施行令等により定められていた食品衛生検査

を行うための施設及び機器並びに職員の配置に関する基準について、保健所を設置す
る市の条例で定めることとされたため、当該条例を一部改正するもの。 
 

２ 条例改正の考え方 
  政令等は「従うべき基準」及び「参酌すべき基準」に区分され、それらをもとに基
準を条例で定めることとされたことから、この政令等の基準を基本とし、本市の実情
等を鑑み、条例を改正する。 
  従うべき基準 〔食品衛生検査施設の設備〕 
・理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。 
・純水装置、定温乾燥器、デイープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分
光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他
の必要な機械及び器具を備えること。 

  標準とする基準  該当なし 
  参酌すべき基準 〔食品衛生検査施設に配置する職員〕 
・検査又は試験のために必要な職員を置くこと。 

 
また、上記改正のほか、規則に委任する項目をより明確に規定するなど、所要の文

言整理を行う。 
 

３ 施行期日 
平成２５年４月１日 
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尼崎市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置に関する基準を定める条例 

改正後 現 行 

尼崎市食品衛生に関する条例 

 

 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、食品衛生法（昭和２２年

法律第２３３号。以下「法」という。）及び食

品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号。

以下「政令」という。）の施行について必要な

事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法、

政令及び食品衛生法施行規則（昭和２３年厚

生省令第２３号。以下「省令」という。）にお

ける用語の意義による。 

 

（食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基

準） 

第３条 政令第８条第１項の条例で定める基準

は、省令第３６条に規定する基準（当該基準

の特例として定められている基準がある場合

には、その基準を含む。）のとおりとする。 

第４条 略 

（食品衛生責任者の決定等の届出） 

第５条 営業者は、食品等の取扱いに従事する

者（以下「従事者」という。）のうちから食品

衛生責任者（別表第１０項第１号に規定する

食品衛生責任者をいう。以下この条において

同じ。）を定めたときは、規則で定めるところ

により、その旨を市長に届け出なければなら

ない。食品衛生責任者を変更し、又は解任し

たときも、同様とする。 

（営業許可書） 

第６条 市長は、法第５２条第１項に規定する

許可（以下「営業許可」という。）をしたとき

は、営業許可を申請した者に営業許可書を交

尼崎市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべ

き措置に関する基準を定める条例 

 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、食品衛生法（昭和２２年

法律第２３３号。以下「法」という。）第５

０条第２項の規定に基づき、営業の施設の内

外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他

公衆衛生上講ずべき措置に関し必要な基準

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法、

食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９

号）及び食品衛生法施行規則（昭和２３年厚

生省令第２３号）における用語の意義によ

る。 

 

 

 

 

 

 

第３条 略 
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付するものとする。 

２ 営業許可を受けた者（以下「許可営業者」

という。）は、前項の規定により交付された営

業許可書（以下「営業許可書」という。）をそ

の営業の施設の公衆の見やすい場所に掲示し

なければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が営業許可

書の掲示が困難であると認める場合は、同項

の規定による掲示に代えて、市長が別に定め

る方法によることができる。 

（休業等の届出） 

第７条 許可営業者は、引き続き３０日以上休

業しようとするときは、規則で定めるところ

により、その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

２ 許可営業者は、前項の規定による休業の届

出に係る営業を再開したときは、規則で定め

るところにより、市長に届け出なければなら

ない。 

（廃業等の届出） 

第８条 許可営業者が次の各号のいずれかに該

当するときは、当該各号に定める者は、規則

で定めるところにより、その旨を市長に届け

出なければならない。 

  廃業したとき 当該許可営業者 

  死亡したとき 当該許可営業者に係る戸

籍法（昭和２２年法律第２２４号）第８７

条に規定する届出義務者 

  合併以外の理由により解散したとき そ

の清算人（破産手続開始の決定により解散

したときは、その破産管財人） 

（添加物の製造等の届出） 

第９条 営業者は、省令別表第１に掲げる添加

物若しくは法第１１条第１項の規定により規

格が定められている添加物又はこれらを含む

製剤（以下この条において「添加物等」とい

う。）の製造又は加工（以下「製造等」という。）

を開始したときは、規則で定めるところによ
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り、その旨を市長に届け出なければならない。

添加物等の製造等の品目を追加し、若しくは

内容を変更し、又は製造等を廃止したときも、

同様とする。 

（給食の開始等の届出） 

第１０条 学校、病院、工場、寄宿舎等の施設

の設置者は、当該施設において営業としてで

はなく継続的に１回２０食以上の食品を供与

する業務（以下「給食」という。）を開始した

ときは、規則で定めるところにより、その旨

を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出を行った者（以下「給

食実施者」という。）は、次の各号のいずれか

に該当するときは、規則で定めるところによ

り、その旨を市長に届け出なければならない。 

  前項の規定による届出に係る事項を変更

したとき。 

  引き続き１５日以上給食を休止しようと

するとき。 

  引き続き１５日以上休止した給食を再開

したとき。 

  給食を廃止したとき。 

３ 給食実施者は、給食に従事する者のうちか

ら給食に関する責任者（以下「給食責任者」

という。）を定めたときは、規則で定めるとこ

ろにより、その旨を市長に届け出なければな

らない。給食責任者を変更し、又は解任した

ときも、同様とする。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行について必要な事項は、規則で定

める。 
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別表 

  

２ 施設の

管理 

 ・  略 
   作業場内には、従事者
以外の者を立ち入らせない
こと。ただし、従事者以外
の者の立入りにより食品等
の汚染のおそれがないと認
められるときは、この限り
でない。 

 
 ～  略 

  

１ ０  食
品衛生責
任者 

  営業者は、法第４８条の
規定により食品衛生管理者
を定める場合を除き、施設
又はその部門ごとに、従事
者のうちから食品衛生に関
する責任者（以下「食品衛
生責任者」という。）を定め
ること。 

 
 
 
 ～  略 

  

 

 

別表 

  

２ 施設の

管理 

 ・  略 
  作業場内には、食品等の
取扱いに従事する者（以下
「従事者」という。）以外の
者を立ち入らせないこと。
ただし、従事者以外の者の
立入りにより食品等の汚染
のおそれがないと認められ
るときは、この限りでない。 

 ～  略 

  

１０  食
品衛生責
任者 

  営業者は、法第４８条の
規定により食品衛生管理
者を置き、又は自らが食品
衛生管理者となる場合を
除き、施設又はその部門ご
とに、自ら食品衛生に関す
る責任者（以下「食品衛生
責任者」という。）となり、
又は従事者のうちから食
品衛生責任者を定めるこ
と。 

 ～  略 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１３８号 所 管 生活衛生課 

件 名 
尼崎市旅館業に係る構造設備の基準等を定める条例の一部を改正する条例に
ついて 

内       容 

１ 改正理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が制定され、旅館業法の一部が改正され
た。 
この改正により、これまで県条例により定められていた旅館が衛生上講ずべき措置

に係る基準等について、保健所を設置する市の条例で定めることとされたため、当該
条例を一部改正するもの。 
 

２ 主な改正内容 
  施設の指定等（第１０条、第１１条） 

旅館の許可を与える際に意見を求める周辺施設として、旅館業法で規定する学
校、児童福祉施設のほか次の社会教育に関する施設を指定する。 
ア 図書館 
イ 博物館及びこれに相当する施設 
ウ 公民館 
エ スポーツ施設及びこれに類する施設 

  営業施設について講ずべき措置の基準（第１２条） 
客室の定員を超えて宿泊させないこと、営業施設及びその周辺は定期的に清掃し 

常に清潔に保つこと等について規定する。 
  宿泊を拒むことができる事由（第１３条） 

営業者は宿泊を拒んではならないこととなっているが、宿泊料を支払う能力がな
いと認められる等、拒むことができる事由を規定する。 

 
３ 施行期日    

平成２５年４月１日 
 

43



尼崎市旅館業に係る構造設備の基準等を定める条例 

改正後 現 行 

尼崎市旅館業に関する条例 

 

 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、旅館業法（昭和２３年法

律第１３８号。以下「法」という。）及び旅館

業法施行令（昭和３２年政令第１５２号。以

下「令」という。）の施行について必要な事項

を定めるものとする。 

 

 

 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法に

おける用語の意義による。 

第３条 略 

第４条 略 

（簡易宿所営業の施設の構造設備の基準） 

第５条 令第１条第３項第７号の条例で定める

構造設備の基準は、次のとおりとする。 

  第３条第１号から第５号までに掲げる基

準に適合するものであること。 

  略 

（下宿営業の施設の構造設備の基準） 

第６条 令第１条第４項第５号の条例で定める

構造設備の基準は、次のとおりとする。 

  第３条第２号から第５号までに掲げる基

準に適合するものであること。 

  略 

（構造設備の基準の特例） 

第７条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律施行条例（昭和３９年兵庫県条

例第５５号）第２条第３号に規定する第３種

地域及び同条第４号に規定する第４種地域

（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

尼崎市旅館業に係る構造設備の基準等を定める

条例 

 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、旅館業法施行令（昭和３

２年政令第１５２号。以下「令」という。）第

１条第１項第１１号、第２項第１０号、第３

項第７号及び第４項第５号の規定に基づく旅

館業の施設の構造設備の基準その他旅館業法

（昭和２３年法律第１３８号。以下「法」と

いう。）の施行について必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 

 

第２条 略 

第３条 略 

（簡易宿所営業の施設の構造設備の基準） 

第４条 令第１条第３項第７号の条例で定める

構造設備の基準は、次のとおりとする。 

  第２条第１号から第５号までに掲げる基

準に適合するものであること。 

  略 

（下宿営業の施設の構造設備の基準） 

第５条 令第１条第４項第５号の条例で定める

構造設備の基準は、次のとおりとする。 

  第２条第２号から第５号までに掲げる基

準に適合するものであること。 

  略 

（構造設備の基準の特例） 

第６条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律施行条例（昭和３９年兵庫県条

例第５５号）第２条第３号に規定する第３種

地域及び同条第４号に規定する第４種地域

（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２
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８条第１項の規定により店舗型性風俗特殊営

業が禁止される区域を除く。）における同法第

２条第６項第４号に掲げる営業の用に供する

施設に対する第３条から第５条までの規定の

適用については、規則で定める。 

（構造設備の基準の緩和） 

第８条 市長は、季節的状況、地理的状況その

他特別の事情を勘案して公衆衛生上支障がな

いと認めるときは、第３条から第６条までに

規定する基準を緩和することができる。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（営業者の死亡等の届出） 

第９条 営業者が次のいずれかに該当するとき

は、当該号に定める者は、規則で定めるとこ

ろにより、その旨を市長に届け出なければな

らない。 

  死亡したとき 当該営業者に係る戸籍法

（昭和２２年法律第２２４号）第８７条に

規定する届出義務者 

  合併以外の理由により解散したとき そ

の清算人（破産手続開始の決定により解散

したときは、その破産管財人） 

（施設環境を保全すべき施設） 

第１０条 法第３条第３項第３号（法第３条の

２第２項及び第３条の３第３項において準用

する場合を含む。）の条例で定める施設は、次

のとおりとする。 

  図書館法（昭和２５年法律第１１８号）

第２条第１項に規定する図書館 

８条第１項の規定により店舗型性風俗特殊営

業が禁止される区域を除く。）における同法第

２条第６項第４号に掲げる営業の用に供する

施設に対する第２条から第４条までの規定の

適用については、規則で定める。 

（構造設備の基準の緩和） 

第７条 市長は、季節的状況、地理的状況その

他特別の事情を勘案して公衆衛生上支障がな

いと認めるときは、第２条から第５条までに

規定する基準を緩和することができる。 

（営業者の解散又は死亡の届出） 

第８条 法第３条第１項の規定により許可を受

けて旅館業を営む者（以下「営業者」という。）

が死亡し、又は解散したときは、戸籍法（昭

和２２年法律第２２４号）第８７条に規定す

る届出義務者又は清算人（法人の解散が合併

によるものであるときはその業務を行う役員

であった者、破産によるものであるときはそ

の破産管財人）等は、速やかにその旨を市長

に届け出なければならない。 
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  博物館法（昭和２６年法律第２８５号）

第２条第１項に規定する博物館及び同法第

２９条の規定によりこれに相当する施設と

して指定された施設 

  社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）

第２０条に規定する公民館 

  国又は地方公共団体が設置するスポーツ

施設及びこれに類する施設で、規則で定め

るもの 

  前各号に掲げるもののほか、青少年の教

育その他その健全な育成を目的として青少

年の利用に供される施設で、市長が指定す

るもの 

（施設環境に係る意見を聴くべき者） 

第１１条 法第３条第４項の条例で定める者

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める者とする。 

  前条各号に掲げる施設（以下「特定施設」

という。）の設置者が国であるとき 当該特

定施設の長 

  特定施設の設置者が地方公共団体である

とき 当該特定施設を管理する地方公共団

体の長又は教育委員会 

  特定施設の設置者が国及び地方公共団体

以外の者であるとき 当該特定施設に係る

業務を監督する行政庁（当該行政庁がない

ときは、市長） 

（営業の施設について講ずべき宿泊者の衛生に

必要な措置の基準） 

第１２条 法第４条第２項の条例で定める基準

は、次のとおりとする。 

  客室の定員を超えて宿泊させないこと。 

  機械換気設備及び照明設備は、適切に管

理し、その機能を保つこと。 

  暖房又は冷房を行うときは、適当な温度

及び湿度を保ち、かつ、有害ガス等による

被害を防止するための措置を講ずること。 

  寝具類は、常に清潔に保つこと。 
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  布団カバー、敷布及び枕カバーは、宿泊

者１人ごとに洗濯したものを用いること。 

  浴衣その他の就寝用の衣類を備えるとき

は、宿泊者１人ごとに洗濯したものを用い

ること。 

  宿泊者が感染性の病気にかかっているこ

とが明らかになったときは、当該宿泊者が

使用した客室、寝具類及び器具類を消毒す

ること。 

  営業の施設内及びその周辺は、定期的に

清掃し、常に清潔に保つこと。 

  ねずみ、昆虫等の駆除に努めること。 

  水道法（昭和３２年法律第１７７号）第

３条第１項に規定する水道又は特設水道条

例（昭和３９年兵庫県条例第６２号）第２

条第１項に規定する特設水道により供給さ

れる水を使用すること。 

  浴室には、水及び摂氏３８度以上の湯を

供給すること。 

  浴槽内の水及び湯は尼崎市浴場業に関す

る条例（平成  年尼崎市条例第  号）

別表第１第４項第６号に掲げる基準に、浴

槽の清掃は同項第３号又は第４号に掲げる

基準に適合するものであること。 

  宿泊しようとする者と必ず面接するこ

と。 

２ 市長は、旅館業に係る営業の施設の特殊性

等により前項に規定する基準によることが適

当でないと認めるときは、当該施設の宿泊者

の公衆衛生の維持のために必要な措置を別に

定めることができる。 

（宿泊を拒むことができる事由） 

第１３条 法第５条第３号の条例で定める事由

は、次のとおりとする。 

  宿泊しようとする者に宿泊料を支払う能

力がないこと。 

  宿泊しようとする者の身体、衣服等が著

しく不潔であり、他の宿泊者に迷惑を及ぼ
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すおそれがあること。 

  宿泊しようとする者が泥酔し、又は著し

く異常な言動をしており、他の宿泊者に迷

惑を及ぼすおそれがあること。 

（遵守事項） 

第１４条 営業者は、次に掲げる事項を守らな

ければならない。 

  法第２条第２項から第５項までに規定す

る営業の種別を広告等に明確に表示するこ

と。 

  令第１条第１項第４号又は第２項第４号

に規定する玄関帳場その他これに類する設

備の客の見やすい場所に、宿泊料金を表示

すること。 

（営業管理者） 

第１５条 営業者は、施設の衛生管理を行い、

及び善良の風俗を保持するため、当該施設ご

とに、当該施設において業務に従事する者の

うちから営業管理者を定めなければならな

い。 

２ 営業者は、前項の規定により営業管理者を

定めたときは、規則で定めるところにより、

その旨を市長に届け出なければならない。営

業管理者を変更し、又は解任したときも、同

様とする。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行について必要な事項は、規則で定

める。 

付 則 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に法第３条第１項の

規定により許可を受けている者に係るホテル

営業、旅館営業、簡易宿所営業又は下宿営業

の施設については、当該施設の構造設備を変

更する場合を除き、第３条から第６条までの

規定は、適用しない。 

 

 

 

 

（営業者の守るべき事項） 

第９条 営業者は、次に掲げる事項を守らなけ

ればならない。 

  法第２条に規定する営業の種別を広告等

に明確に表示すること。 

 

  令第１条第１項第４号又は第２項第４号

の玄関帳場その他これに類する設備の客の

見やすい箇所に、宿泊料金を表示すること。 

 

（営業管理者） 

第１０条 営業者は、施設の衛生管理及び善良

の風俗の保持に当たらせるため、当該施設ご

とに、当該施設において業務に従事する者（営

業者を含む。）のうちから営業管理者を定めな

ければならない。 

２ 営業者は、前項の規定により営業管理者を

定めたとき（営業者自らが営業管理者となる

場合を含む。）は、速やかにその旨を市長に届

け出なければならない。営業管理者を変更し、

又は解任したときも、同様とする。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、法及

びこの条例の施行について必要な事項は、規

則で定める。 

付 則 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に法第３条第１項の

規定により許可を受けている者に係るホテル

営業、旅館営業、簡易宿所営業又は下宿営業

の施設については、当該施設の構造設備を変

更する場合を除き、第２条から第５条までの

規定は、適用しない。 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１３９号 所 管 生活衛生課 

件 名 尼崎市理容の業に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が制定され、理容師法の一部が改正され
た。 
この改正により、これまで県条例により定められていた理容所が衛生上講ずべき措

置に係る基準等について、保健所を設置する市の条例で定めることとされたため、新
たに条例を制定するもの。 
 

２ 制定内容 
   理容所以外の場所で理容を行うことができる場合（第３条） 

 理容所に来ることができない社会福祉施設等の入所者に対して、施設の依頼に応
じて理容を行うことができる場合について定める。 

   理容の業を行う場合に講ずべき措置（第４条） 
 感染性疾患等の予防や衛生確保のために、理容の業を行う場合に必要な措置につ
いて定める。 

   理容所について講ずべき措置（第５条） 
   作業場面積や洗髪設備等の理容所の施設構造や設備に関する基準を定める。 
   開設者の死亡等の届出（第６条） 
   開設者が死亡若しくは解散した際の届出義務者を規定し、届出義務規定を定め

る。 
 
３ 施行期日    

平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１４０号 所 管 生活衛生課 

件 名 尼崎市興行場営業に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が制定され、興行場法の一部が改正され
た。 
この改正により、これまで県条例により定められていた興行場が衛生上講ずべき措

置に係る基準等について、保健所を設置する市の条例で定めることとされたため、新
たに条例を制定するもの。 
 

２ 制定内容 
   設置場所及び構造設備等の基準（第３条） 

興行場の設置の場所や、観覧場の構造及び換気設備等の興行場の構造設備に係る
公衆衛生上必要な基準を定める。 

  衛生措置の基準（第４条） 
  換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を定める。 
  変更や廃業等の届出（第５条、第６条） 
  申請事項の変更や廃業した場合、及び営業者が死亡若しくは解散した場合につい
て届出義務規定を定める。 

   遵守事項（第７条） 
   興行場においての掲示事項等、営業者が遵守すべきことを定める。 
   
３ 施行期日    
平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１４１号 所 管 生活衛生課 

件 名 尼崎市浴場業に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が制定され、公衆浴場法の一部が改正さ
れた。 
この改正により、これまで県条例により定められていた公衆浴場が衛生上講ずべき

措置に係る基準等について、保健所を設置する市の条例で定めることとされたため、
新たに条例を制定するもの。 
 

２ 制定内容 
   一般公衆浴場の設置の場所の配置の基準（第３条） 

 新たな一般公衆浴場を設置する際に、既設の一般公衆浴場からの距離が２２０メ
ートル以上保たれるよう配置の基準を定める。 

   入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準（第４条） 
   換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀等、公衆浴場に必

要な措置に関する基準を定める。 
  営業者の死亡等の届出（第５条） 

   営業者が死亡若しくは解散した際の届出義務者を規定し、届出義務規定を定め
る。 

 
３ 施行期日    
平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１４２号 所 管 生活衛生課 

件 名 尼崎市クリーニング業に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が制定され、クリーニング業法の一部が
改正された。 
この改正により、これまで県条例により定められていたクリーニング所が衛生上講

ずべき措置に係る基準等について、保健所を設置する市の条例で定めることとされた
ため、新たに条例を制定するもの。 
 

２ 制定内容 
   クリーニング所において講ずべき措置（第２条） 

クリーニング所の施設構造及びクリーニングを行う場合に必要な措置、有機溶剤
を使用するクリーニング所に必要な措置及び指定洗濯物を取り扱うクリーニング
所に必要な措置を定める。 

 
  開設者の死亡等の届出（第３条） 

   開設者が死亡若しくは解散した際の届出義務者を規定し、届出義務規定を定め
る。 

 
３ 施行期日    

平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１４３号 所 管 生活衛生課 

件 名 尼崎市美容の業に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が制定され、美容師法の一部が改正され
た。 
この改正により、これまで県条例により定められていた美容所が衛生上講ずべき措

置に係る基準等について、保健所を設置する市の条例で定めることとされたため、新
たに条例を制定するもの。 
 

２ 制定内容 
  美容所以外の場所で美容を行うことができる場合（第３条） 
 美容所に来ることができない社会福祉施設等の入所者に対して、施設の依頼に応
じて美容を行うことができる場合について定める。 

   美容の業を行う場合に講ずべき措置（第４条） 
 感染性疾患等の予防や衛生確保のために、美容の業を行う場合に必要な措置につ
いて定める。 

   美容所について講ずべき措置（第５条） 
   作業場面積や洗髪設備等の美容所の施設構造や設備に関する基準を定める。 
   開設者の死亡等の届出（第６条） 
   開設者が死亡若しくは解散した際の届出義務者を規定し、届出義務規定を定め

る。 
 
３ 施行期日    

平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１４４号 所 管 保育計画担当 

件 名 尼崎市立保育所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 
  尼崎市立上ノ島保育所は社会福祉法人が保育所を新設した上で民間移管すること
としているが、新設予定地の用地買収の遅れにより、平成２６年４月１日に社会福祉
法人へ移管することが困難であるため、尼崎市立保育所条例の一部を改正する条例の
上ノ島保育所に係る施行期日を改正するもの。 

 
２ 改正内容 
  尼崎市立保育所条例の一部を改正する条例（平成２２年尼崎市条例第６６号）付則
第１項第２号中「平成２６年４月１日」を「規則で定める日」に改める。 

 
３ 施行期日 
  公布の日 
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尼崎市立保育所条例の一部を改正する条例 

改正後 現 行 

尼崎市立保育所条例(昭和２７年尼崎市条例第

４５号)の一部を次のように改正する。 

別表尼崎市立上ノ島保育所の項、尼崎市立長洲

保育所の項、尼崎市立道意保育所の項及び尼崎市

立尾浜保育所の項を削る。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる規定ごとに、

それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

  略 

  改正規定中尼崎市立上ノ島保育所の項を削

る部分 規則で定める日 

  略 

２ 略 

尼崎市立保育所条例(昭和２７年尼崎市条例第

４５号)の一部を次のように改正する。 

別表尼崎市立上ノ島保育所の項、尼崎市立長洲

保育所の項、尼崎市立道意保育所の項及び尼崎市

立尾浜保育所の項を削る。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる規定ごとに、

それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

  略 

  改正規定中尼崎市立上ノ島保育所の項を削

る部分 平成２６年４月１日 

   略 

２ 略 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１４５号 所 管 建築指導課 

件 名 
尼崎市戸ノ内町北地区防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限
に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 
本地区計画については、防災性の向上や快適な住環境の形成を図ることを目的とし

て、地区の土地所有者等によるまちづくり協議会からの計画提案を受けて、本市都市
計画審議会による審議等、所定の手続きを経て都市計画決定されたところである。 
この地区計画で定められた事項のうち、特に重要な事項について、建築基準法に基

づく建築確認の審査や、違反に対する罰則及び是正指導等の対象とすることで、地区
計画の実現を担保するため、建築基準法第６８条の２第１項の規定に基づく条例を制
定するもの。 
また、併せて、本地区計画の区域の一部で定められている、「尼崎市戸ノ内町北地

区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を廃止するもの。 
 
２ 主な制定内容 
  適用区域及び地区の区分  裏面別図のとおり 
  建築物の用途の制限   

ボーリング場等の運動施設、ホテル又は旅館、自動車教習所及び床面積の合計が
１５㎡を超える畜舎は、建築してはならない。 

  建築物の高さ等の最高限度 
  ア 住宅Ａ地区及び住宅Ｂ地区内：高さ１２ｍ、軒の高さ１０ｍ 

イ 山手幹線沿道地区内：高さ２５ｍ 
  建築物の敷地面積の最低限度 
ア 住宅Ａ地区内：８５㎡ 
イ 住宅Ｂ地区及び山手幹線沿道地区内：７０㎡ 

  壁面の位置の制限 
主要道路境界線及び区画道路境界線までの距離：５０ｃｍ以上 

  建築物の構造に関する防火上必要な制限 
耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 

 
３ 施行期日 
平成２５年２月１日 
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尼崎市戸ノ内町北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

現 行 

(この条例の目的) 

第 1 条 この条例は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 68 条の 2 第

1項の規定に基づき、平成 16年尼崎市告示第 23号に定める戸ノ内町北地区地区計画(以下「地

区計画」という。)の区域(以下「適用区域」という。)内における建築物の用途、構造及び敷地

に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的と

する。 

(建築物の用途) 

第 2 条 適用区域内においては、法別表第 2(に)項第 3 号から第 6 号までに掲げる建築物は、建

築してはならない。ただし、市長が適用区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るた

め特に必要があり、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許

可した場合においては、この限りでない。 

2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、尼崎市建築審査

会の意見を求めなければならない。 

(建築物の高さ等の最高限度) 

第 3 条 適用区域内においては、建築物の高さは 12 メートル以下で、かつ、軒の高さは 10 メー

トル以下でなければならない。 

(建築物の敷地面積の最低限度) 

第 4 条 適用区域内においては、建築物の敷地面積は、85 平方メートル以上でなければならない。

ただし、次のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 

(1) 法第 53 条の 2第 1項第 2号に該当する建築物 

(2) その敷地の周囲に広い公園、道路その他の空地を有する建築物であって、市長が適用区域

における適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 

2 第 2 条第 2項の規定は、前項第 2号の規定による許可をする場合について準用する。 

3 この条例の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第 1 項の規定に適合しな

いもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項

の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を建築物の一の敷地として使用する場

合においては、同項の規定は適用しない。 

(壁面の位置の制限) 

第 5 条 適用区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱、バルコニー等(以下「外壁等」

という。)の面から、地区計画に定められた東西線及び南北 2 号線の道路境界線(以下「道路境

界線」という。)までの距離は、地盤面上 2.5 メートル未満にある建築物の部分に限り、50 セ

ンチメートル以上でなければならない。 

2 前項の規定は、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の一部の外壁等の面から道路境界線

までの距離については、適用しない。 

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が 3メートル以下のもの 

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが 2.3 メートル以下で、かつ、床面積の合
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計が 5平方メートル以内のもの 

(委任) 

第 6 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

(罰則) 

第 7 条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000 円以下の罰金に処する。 

(1) 第 2 条第 1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

(2) 第 3 条、第 4 条第 1 項又は第 5 条第 1 項の規定に違反した場合における当該建築物の設計

者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にお

いては、当該建築物の工事施工者) 

(3) 法第87条第2項において準用する第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物

の所有者、管理者又は占有者 

2 前項第 2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものである

ときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。 

(両罰規定) 

第 8 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対

して同条の罰金刑を科する。 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

 

種 別 条例 番 号 議案第１４６号 所 管 住宅政策課 

件 名 
尼崎市公営住宅法に基づく公営住宅及び共同施設の整備基準を定める条例に
ついて 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第３７号）が制定され、その中で、公営住宅法の一部
が改正され、平成２４年４月１日から施行された。 
この改正により、公営住宅及び共同施設の整備基準について、政省令で定める基準

を参酌して地方公共団体の条例で定めることとされたため、新たに条例を制定しよう
とするもの。 
 

２ 制定内容 
   公営住宅及び共同施設の整備基準 
   公営住宅等整備基準（平成１０年建設省令第８号）で定める基準のとおりとする。 
 
３ 施行期日 
  平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

 

種 別 条例 番 号 議案１４７号 所 管 住宅管理担当 

件 名 尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第３７号）が制定され、その中で、公営住宅法の一部
が改正され、平成２４年４月１日に施行された。 
この改正により、市営住宅等の入居収入基準について、政省令で定める基準を参酌

して地方公共団体の条例で定めることとされたため、本市の条例を一部改正しようと
するもの。 
あわせて、暴力団員の入居制限について所要の整備を行うもの。 

２ 改正内容 
   尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例 
  ア 入居者資格（第６条関係） 
   (ｱ) 特に居住の安定を図る必要がある者（以下「裁量階層」という。）の対象範

囲を条例に規則で定めるよう規定する。 
   (ｲ) 裁量階層の入居収入基準を２１万４千円と定める。 
   (ｳ) 公営住宅法第８条第１項等に規定する災害により滅失した住宅に居住して

いた低所得者のために建設又は借り上げるものの入居収入基準を２１万４千
円（当該災害発生の日から３年を経過した後は１５万８千円）と定める。 

   (ｴ) (ｲ)、(ｳ)以外の場合の入居収入基準を１５万８千円と定める。 
  イ 暴力団員の入居制限（第６条、第７条、第１５条関係） 
    条例で定める裁量階層等の入居者資格、入居者資格の特例及び同居の承認につ

いて、暴力団員が入居できないことを明確化するため、文言整理を行う。 
  ウ 付則 
    入居収入基準について、国が認めた１年間の経過措置を講じるため読替え規定

を定めていたが、今回条例を改正することに伴い削除する。 
   尼崎市改良住宅の設置及び管理に関する条例等 
   尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例の改正に併せて、同条例からの引用部

分について改正する。 
３ 施行期日 
  平成２５年４月１日 
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尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（入居者資格） 

第６条 市営住宅に入居することができる者

は、次の各号（老人、身体障害者その他の特

に居住の安定を図る必要がある者として規則

で定める者（次条第２項において「老人等」

という。）にあっては第１号及び第３号から

第５号まで、被災市街地復興特別措置法（平

成７年法律第１４号）第２１条の規定の適用

を受ける者にあっては第４号及び第５号）に

掲げる条件を具備する者でなければならな

い。 

 ・  略 

  その者の収入が次のアからウまでに掲

げる区分に応じ、当該アからウまでに定め

る金額を超えないこと。 

ア 入居者が身体障害者である場合その

他の特に居住の安定を図る必要がある

場合として規則で定める場合 ２１４，

０００円 

 

イ 市営住宅が、法第８条第１項若しくは

第３項若しくは激甚じん災害に対処する

ための特別の財政援助等に関する法律

（昭和３７年法律第１５０号）第２２条

第１項の規定による国の補助に係るも

の又は法第８条第１項各号のいずれか

に該当する場合において市長が災害に

より滅失した住宅に居住していた低額

所得者に転貸するため借り上げるもの

である場合 ２１４，０００円（当該災

害が発生した日から３年を経過した後

は、１５８，０００円） 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 

１５８，０００円 

  ・  略 

 

（入居者資格） 

第６条 市営住宅に入居することができる者

は、次の各号（老人、身体障害者その他の特

に居住の安定を図る必要がある者として規則

で定める者（次条第２項において「老人等」

という。）にあっては第１号、第３号及び第

４号、被災市街地復興特別措置法（平成７年

法律第１４号）第２１条の規定により法第２

３条各号に掲げる条件を具備する者とみなさ

れる者にあっては第４号）に掲げる条件を具

備する者でなければならない。 

 ・  略 

  その者の収入がア、イ又はウに掲げる場

合に応じ、それぞれア、イ又はウに定める

金額を超えないこと。 

ア 入居者が身体障害者である場合その

他の特に居住の安定を図る必要がある

ものとして令第６条第４項各号に定め

る場合 令第６条第５項第１号に定め

る金額 

イ 市営住宅が、法第８条第１項若しくは

第３項若しくは激甚じん災害に対処する

ための特別の財政援助等に関する法律

（昭和３７年法律第１５０号）第２２条

第１項の規定による国の補助に係るも

の又は法第８条第１項各号のいずれか

に該当する場合において市長が災害に

より滅失した住宅に居住していた低額

所得者に転貸するため借り上げるもの

である場合 令第６条第５項第２号に

定める金額 

  

ウ ア及びイに掲げる場合以外の 場合 

令第６条第５項第３号に定める金額 

  ・  略 
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（入居者資格の特例） 

第７条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又

は法第４４条第３項の規定による市営住宅の

用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをし

ようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の

市営住宅に入居の申込みをした場合において

は、その者は、前条第１号から第４号までに

掲げる条件を具備する者とみなす。 

２ 前条第３号イの市営住宅の入居者は、同条

各号（老人等にあっては、同条第１号及び第

３号から第５号まで）に掲げる条件を具備す

るほか、当該災害が発生した日から３年間は、

なお、当該災害により住宅を失った者でなけ

ればならない。 

（同居の承認） 

第１５条 略 

２ 前項の承認を与える場合の基準は、次の各

号のいずれにも該当することとする。 

  略 

  第４１条第１項第１号から第３号まで

及び第５号のいずれにも該当しないこと。 

  同居しようとする者が前項の承認を受

けて同居するならば第４１条第１項第５

号に該当することとならないこと。 

  その他規則で定める場合 

付 則 

（削除） 

（入居者資格の特例） 

第７条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又

は法第４４条第３項の規定による市営住宅の

用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをし

ようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の

市営住宅に入居の申込みをした場合において

は、その者は、前条各号に掲げる条件を具備

する者とみなす。 

２ 前条第３号イに掲げる市営住宅の入居者

は、同条各号（老人等にあっては、同条第１

号、第３号及び第４号）に掲げる条件を具備

するほか、当該災害発生の日から３年間は、

なお、当該災害により住宅を失った者でなけ

ればならない。 

（同居の承認） 

第１５条 略 

２ 前項の承認を与える場合の基準は、次の各

号のいずれにも該当することとする。 

  略 

  第４１条第１項第１号から第３号まで

及び第５号のいずれにも該当しないこと。 

 

 

 

  その他規則で定める場合 

付 則 

（入居者資格に係る規定の読替え） 

１２ 平成２４年４月１日から地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（平成２３

年法律第３７号）第３２条の規定による改正

後の法第２３条第１号ロの規定に基づく条例

の規定が施行される日の前日までの間におけ

る第６条の規定の適用については、同条中「法

第２３条各号」とあるのは「地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（平成２３

年法律第３７号）第３２条の規定による改正
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前の法第２３条各号」と、同条第３号ア中「令

第６条第４項各号」とあるのは「地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律の一部

の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に

関する政令（平成２３年政令第４２４号）第

１条の規定による改正前の令（以下「改正前

の令」という。）第６条第４項各号」と、「令

第６条第５項第１号」とあるのは「改正前の

令第６条第５項第１号」と、同号イ及びウ中

「令」とあるのは「改正前の令」とする。 
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尼崎市改良住宅の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（公募による入居等） 

第６条 略 

２ 前項の規定により入居者の公募をする場合

は、尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条

例（平成９年尼崎市条例第２９号。以下「市

営住宅条例」という。）第４条から第１１条

までの規定を準用する。この場合において、

市営住宅条例第６条第３号中「アからウまで」

とあるのは「ア又はウ」と、同号ア中「２１

４，０００円」とあるのは「１３９，０００

円」と、同号ウ中「１５８，０００円」とあ

るのは「１１４，０００円」と読み替えるも

のとする。 

（収入超過者の認定） 

第８条 市長は、毎年度、入居者が改良住宅に

引き続き３年以上入居している場合におい

て、当該入居者に係る第１１条において準用

する市営住宅条例第１８条第２項の規定によ

り認定した収入の額が、次に掲げる区分に応

じ、当該号に定める金額を超えているときは、

当該入居者を収入超過者として認定し、その

旨を通知するものとする。 

  市営住宅条例第６条第３号アに掲げる

場合 １３９，０００円 

 

  略 

（公募による入居等） 

第６条 略 

２ 前項の規定により入居者の公募をする場合

は、尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条

例（平成９年尼崎市条例第２９号。以下「市

営住宅条例」という。）第４条から第１１条

までの規定を準用する。この場合において、

市営住宅条例第６条第３号中「ア、イ又はウ」

とあるのは「ア又はウ」と、同号ア中「令第

６条第５項第１号に定める金額」とあるのは

「１３９，０００円」と、同号ウ中「令第６

条第５項第３号に定める金額」とあるのは「１

１４，０００円」と読み替えるものとする。 

（収入超過者の認定） 

第８条 市長は、毎年度、入居者が改良住宅に

引き続き３年以上入居している場合におい

て、当該入居者に係る第１１条において準用

する市営住宅条例第１８条第２項の規定によ

り認定した収入の額が、次に掲げる区分に応

じ、当該号に定める金額を超えているときは、

当該入居者を収入超過者として認定し、その

旨を通知するものとする。 

  市営住宅条例付則第１２項の規定によ

る読替え後の市営住宅条例第６条第３号

アに掲げる場合 １３９，０００円 

  略 
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尼崎市コミュニティ住宅の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（公募による入居等） 

第６条 略 

２ 前項の規定により入居者の公募をする場合

は、尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条

例（平成９年尼崎市条例第２９号。以下「市

営住宅条例」という。）第４条から第１１条

までの規定を準用する。この場合において、

市営住宅条例第６条第３号中「アからウまで」

とあるのは「ア又はウ」と、同号ア中「２１

４，０００円」とあるのは「１３９，０００

円」と、同号ウ中「１５８，０００円」とあ

るのは「１１４，０００円」と読み替えるも

のとする。 

（収入超過者の認定） 

第８条 市長は、毎年度、入居者がコミュニテ

ィ住宅に引き続き３年以上入居している場合

において、当該入居者に係る第１１条におい

て準用する市営住宅条例第１８条第２項の規

定により認定した収入の額が、次に掲げる区

分に応じ、当該号に定める金額を超えている

ときは、当該入居者を収入超過者として認定

し、その旨を通知するものとする。 

  市営住宅条例第６条第３号アに掲げる

場合 １３９，０００円 

 

  略 

（公募による入居等） 

第６条 略 

２ 前項の規定により入居者の公募をする場合

は、尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条

例（平成９年尼崎市条例第２９号。以下「市

営住宅条例」という。）第４条から第１１条

までの規定を準用する。この場合において、

市営住宅条例第６条第３号中「ア、イ又はウ」

とあるのは「ア又はウ」と、同号ア中「令第

６条第５項第１号に定める金額」とあるのは

「１３９，０００円」と、同号ウ中「令第６

条第５項第３号に定める金額」とあるのは「１

１４，０００円」と読み替えるものとする。 

（収入超過者の認定） 

第８条 市長は、毎年度、入居者がコミュニテ

ィ住宅に引き続き３年以上入居している場合

において、当該入居者に係る第１１条におい

て準用する市営住宅条例第１８条第２項の規

定により認定した収入の額が、次に掲げる区

分に応じ、当該号に定める金額を超えている

ときは、当該入居者を収入超過者として認定

し、その旨を通知するものとする。 

  市営住宅条例付則第１２項の規定によ

る読替え後の市営住宅条例第６条第３号

アに掲げる場合 １３９，０００円 

  略 
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尼崎市再開発住宅の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（公募による入居等） 

第６条 略 

２ 前項の規定により入居者の公募をする場合

は、尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条

例（平成９年尼崎市条例第２９号。以下「市

営住宅条例」という。）第４条から第１１条

までの規定を準用する。この場合において、

市営住宅条例第６条第３号中「アからウまで」

とあるのは、「ア又はウ」と読み替えるもの

とする。 

 

（公募による入居等） 

第６条 略 

２ 前項の規定により入居者の公募をする場合

は、尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条

例（平成９年尼崎市条例第２９号。以下「市

営住宅条例」という。）第４条から第１１条

までの規定を準用する。この場合において、

市営住宅条例第６条第３号中「ア、イ又はウ」

とあるのは、「ア又はウ」と読み替えるもの

とする。 
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尼崎市従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（公募による入居等） 

第６条 略 

２ 前項の規定により入居者の公募をする場合

は、尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条

例（平成９年尼崎市条例第２９号。以下「市

営住宅条例」という。）第４条から第１１条

までの規定を準用する。この場合において、

市営住宅条例第６条第３号中「アからウまで」

とあるのは、「ア又はウ」と読み替えるもの

とする。 

 

（公募による入居等） 

第６条 略 

２ 前項の規定により入居者の公募をする場合

は、尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条

例（平成９年尼崎市条例第２９号。以下「市

営住宅条例」という。）第４条から第１１条

までの規定を準用する。この場合において、

市営住宅条例第６条第３号中「ア、イ又はウ」

とあるのは、「ア又はウ」と読み替えるもの

とする。 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１４８号 所 管 道路課 

件 名 尼崎市市道の構造の技術的基準等を定める条例について 

内       容 

１ 制定理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第３７号及び第１０５号）が制定され、その中で、道
路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、
平成２４年４月１日から施行された。 
この改正により、道路構造の技術的基準等について、政省令で定める基準を参酌し

て地方公共団体の条例で定めることとされたため、新たに条例を制定しようとするも
の。 

 
２ 主な制定内容 
  自動車駐車場等の利用に関する標識（第２条関係） 

   道路法施行規則（昭和２７年建設省令第２５号）で定めるとおりとする。 
  市道の構造の技術的基準（第３条関係） 

   道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）で定める基準のとおりとする。 
   市道に設ける道路標識の寸法（第４条関係） 
   道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和３５年総理府・建設省令第３

号）で定める寸法とする。 
  移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準（第５条関係） 

   移動円滑化のために必要な道路の構造の基準を定める省令（平成１８年国土交通
省令第１１６号。以下「省令」。）で定める基準のとおりとする。 
ただし、福祉のまちづくり条例（平成４年兵庫県条例第３７号）に規定する特定

施設整備基準で定める基準が、省令で定める基準より厳しい基準を定めている場合
は、当該特定施設整備基準とする。 

 
３ 施行期日 
  平成２５年４月１日 
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（議案説明資料） 
 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１４９号 所 管 公園課 

件 名 尼崎市都市公園条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が制定され、その中で、都市公園法及び
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、平成２４
年４月１日から施行された。 
この改正により、都市公園の設置の基準等について、政省令で定める基準を参酌し

て地方公共団体の条例で定めることとされたため、本市の条例を一部改正しようとす
るもの。 

 
２ 主な改正内容 
  都市公園の設置の基準及び公園施設の設置の基準（第１条の２、同条の３関係） 

都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）で定める基準のとおりとする。 
   移動等円滑化のために必要な公園施設の基準（第１条の４、同第２項関係） 
   移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令（平

成１８年国土交通省令第１１５号。以下「省令」。）で定める基準のとおりとする。 
   ただし、福祉のまちづくり条例（平成４年兵庫県条例第３７号）に規定する特定

施設整備基準で定める基準が、省令で定める基準より厳しい基準を定めている場合
は、当該特定施設整備基準とする。 

 
３ 施行期日 

平成２５年４月１日 
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尼崎市都市公園条例 

改正後 現 行 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第１章の２ 公園の設置（第１条の２―第１

条の４） 

第２章 公園の管理（第２条―第１５条の６） 

第１章 総則 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、都市公園法（昭和３１年

法律第７９号。以下「法」という。）及び法

に基づく命令に定めるもののほか、本市が設

置する都市公園（法第２条第１項に規定する

都市公園をいう。）（以下「公園」という。）

の設置及び管理について必要な事項を定める

ものとする。 

 

（削除） 

 

 

 

第１章の２ 公園の設置 

（公園の配置及び規模の基準） 

第１条の２ 法第３条第１項の条例で定める基

準は、次のとおりとする。 

  本市の区域内における公園の敷地面積の

総計を当該区域内に居住している者の人数

で除して得た面積が１０平方メートル以上

であり、かつ、本市の区域のうち都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第７条第

１項の規定による市街化区域の区域内にお

ける公園の敷地面積の総計を当該区域内に

居住している者の人数で除して得た面積が

５平方メートル以上であること。 

  公園は、次に掲げる公園の区分に応じ、

当該アからエまでに定める基準に適合する

ように配置すること。 

ア 都市公園法施行令（昭和３１年政令第

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

 

 

第２章 公園の管理（第３条―第１５条の６） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、都市公園法（昭和３１年

法律第７９号。以下「法」という。）及び法

に基づく命令に定めるもののほか、都市公園

（以下「公園」という。）の管理につき必要

な事項等を定めることを目的とする。 

 

 

（区域の変更及び公園の廃止） 

第２条 市長は、公園の区域を変更し、又は公

園を廃止しようとするときは、当該公園の名

称、位置及び変更又は廃止に係る区域を公告

しなければならない。 
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２９０号。以下「政令」という。）第２

条第１項第１号に規定する公園 同号に

規定する者が容易に利用することができ

ること。 

イ 政令第２条第１項第２号に規定する公

園 同号に規定する者が容易に利用する

ことができること。 

ウ 政令第２条第１項第３号に規定する公

園 同号に規定する者が容易に利用する

ことができること。 

エ 政令第２条第１項第４号に規定する公

園 容易に利用することができること。 

  公園の敷地面積は、次に掲げる公園の区

分に応じ、当該アからエまでに定める面積

以上とすること。 

ア 前号アに掲げる公園 ０．２５ヘクタ

ール 

イ 前号イに掲げる公園 ２ヘクタール 

ウ 前号ウに掲げる公園 ４ヘクタール 

エ 前号エに掲げる公園 その利用目的に

応じた公園としての機能を十分に発揮す

ることができると市長が認める面積 

   前２号に規定するもののほか、第２号ア

からエまでに掲げる公園の配置及び規模に

ついては、それぞれの公園の特質に応じて、

本市の区域内における公園の分布の均衡を

図り、かつ、防火、避難等の災害の防止に

資するように考慮すること。 

   第２号アからエまでに掲げる公園以外の

公園については、その設置目的に応じた公

園としての機能を十分に発揮することがで

きると市長が認める配置及び面積とするこ

と。 

２ 市長は、土地の状況その他の事情に照らし

て必要があると認めるときは、前項に規定す

る基準を緩和することができる。 

（公園施設の設置の基準） 

第１条の３ 法第４条第１項の条例で定める割
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合は、１００分の２とする。 

２ 法第４条第１項ただし書の条例で定める範

囲は、次のとおりとする。 

  政令第６条第１項第１号に該当する場合

は、同号に規定する建築物に限り、当該建

築物の建築面積の総計の公園の敷地面積に

対する割合は１００分の１０以下とする。 

  政令第６条第１項第２号に該当する場合

は、同号に規定する建築物に限り、当該建

築物の建築面積の総計の公園の敷地面積に

対する割合は１００分の２０以下とする。 

  政令第６条第１項第３号に該当する場合

は、同号に規定する建築物に限り、当該建

築物の建築面積の総計の公園の敷地面積に

対する割合は１００分の１０以下とする。 

  政令第６条第１項第４号に該当する場合

は、同号に規定する建築物に限り、当該建

築物の建築面積の総計の公園の敷地面積に

対する割合は１００分の２以下とする。 

（移動等円滑化のために必要な特定公園施設の

設置に関する基準） 

第１条の４ 高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成１８年法律第９

１号）第１３条第１項の条例で定める基準（以

下「移動等円滑化基準」という。）は、移動

等円滑化のために必要な特定公園施設の設置

に関する基準を定める省令（平成１８年国土

交通省令第１１５号）に定める基準（当該基

準の特例として定められている基準がある場

合には、その基準を含む。以下「省令基準」

という。）のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、福祉のまちづく

り条例（平成４年兵庫県条例第３７号）第１

３条第１項に規定する特定施設整備基準が省

令基準より厳しい基準を定めている場合は、

移動等円滑化基準は、その厳しい基準に係る

事項に限り、当該特定施設整備基準のとおり

とする。 
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（公園の区域の変更等に係る公告） 

第２条 市長は、公園の区域を変更し、又は公

園を廃止しようとするときは、当該公園の名

称、位置、変更又は廃止に係る区域その他市

長が必要と認める事項を公告しなければなら

ない。 

（委任） 

第２９条 この条例に定めるもののほか、公園

の設置及び管理について必要な事項は、規則

で定める。 

 

 

 

 

 

 

（委任） 

第２９条 この条例に定めるもののほか、公園

の管理について必要な事項は、規則で定める。 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

 

種 別 条例 番 号 議案第１５０号 所 管 
下水道部計画担当 
北部浄化センター 

件 名 尼崎市下水道条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）が制定され、その中で、下水道法の一部
が改正され、平成２４年４月１日から施行された。 
この改正により、公共下水道の構造の技術上の基準等について、政省令で定める基

準を参酌して地方公共団体の条例で定めることとされたため、本市の条例を一部改正
しようとするもの。 
 

２ 主な改正内容 
   公共下水道の構造の基準（第６条の２関係） 
   下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号。以下「令」）で定める基準のとお

りとする。 
   終末処理場の維持管理（第１４条の３関係） 
   令で定めるところにより行うものとする。 
   都市下水路（目次、第２条、第４章、第１６条、第１７条第２項、第２４条第１

項関係） 
   都市下水路に関する規定を削除する。 
 
３ 施行期日 
  平成２５年４月１日 
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尼崎市下水道条例 

改正後 現 行 

目次 

第３章 公共下水道（第６条の２―第１５

条） 

第４章 削除 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、下水道法（昭和３３年法

律第７９号。以下「法」という。）の施行等

について必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 ～  略 

 （削除） 

 

  略 

  略 

（公共下水道の構造の基準） 

第６条の２ 法第７条第２項の条例で定める

技術上の基準（下水道法施行令（昭和３４年

政令第１４７号。以下「令」という。）第５

条の６各号に掲げる公共下水道に係るもの

を除く。）は、令第５条の８から第５条の１

０までに規定する基準（当該基準の特例とし

て定められている基準がある場合には、その

基準を含む。）のとおりとする。 

第８条の２ 使用者は、次の各号に掲げる物質

又は項目について当該各号に定める基準に適

合しない水質の下水（水洗便所から排除され

る汚水及び法第１２条の２第１項又は第５項

の規定により公共下水道（終末処理場（法第

２条第６号に規定する終末処理場をいう。以

下同じ。）を設置しているもの又は終末処理

場を設置している法第２条第４号に規定する

目次 

第３章 公共下水道（第７条―第１５条） 

 

第４章 都市下水路（第１６条） 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、本市の下水道の管理及び

使用について、下水道法（昭和３３年法律第

７９号。以下「法」という。）その他の法令

に定めがあるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 ～  略 

  都市下水路 法第２条第５号に規定す

る都市下水路をいう。 

  略 

  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条の２ 使用者は、次の各号に掲げる物質

又は項目について当該各号に定める基準に適

合しない水質の下水（水洗便所から排除され

る汚水及び法第１２条の２第１項又は第５項

の規定により公共下水道（終末処理場（法第

２条第６号に規定する終末処理場をいう。以

下同じ。）を設置しているもの又は終末処理

場を設置している法第２条第４号に規定する
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流域下水道に接続するものに限る。以下この

条及び次条において同じ。）に排除してはな

らないこととされるものを除く。）を継続し

て公共下水道に排除するときは、除害施設を

設け、これを処理しなければならない。 

  令第９条の４第１項各号に掲げる物質 

それぞれ当該各号に定める数値（同条第４

項に規定する場合においては、同項に規定

する基準に係る数値） 

 

 

 ～  略 

２ 略 

（終末処理場の維持管理） 

第１４条の３ 法第２１条第２項の規定によ

る終末処理場の維持管理は、令第１３条各号

に定めるところにより行うものとする。 

第４章 削除 

 

第１６条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

（下水道敷等の占用の許可） 

第１７条 略 

２ 法第２４条第１項の規定により許可を受け

て物件を設けたときは、その許可をもって占

用の許可とみなす。 

（過料） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者

は、１０，０００円以下の過料に処する。 

  ～  略 

  第１５条第１項の許可を受けないで同項

に規定する行為をした者 

流域下水道に接続するものに限る。以下この

条及び次条において同じ。）に排除してはな

らないこととされるものを除く。）を継続し

て公共下水道に排除するときは、除害施設を

設け、これを処理しなければならない。 

  下水道法施行令（昭和３４年政令第１４ 

７号。以下「令」という。）第９条の４第

１項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号

に定める数値。ただし、同条第４項に規定

する場合においては、同項に規定する基準

に係る数値とする。 

 ～  略 

２ 略 

 

 

 

 

第４章 都市下水路 

（行為の制限） 

第１６条 法第２９条第１項各号に掲げる行

為をしようとする者は、あらかじめ申請書を

市長に提出して、その許可を受けなければな

らない。許可を受けた事項を変更しようとす

るときも、同様とする。 

２ 令第１９条に定める行為をしようとする

者は、あらかじめその旨市長に届け出て、そ

の指示を受けなければならない。 

（下水道敷等の占用の許可） 

第１７条 略 

２ 法第２４条第１項及び法第２９条第１項の

規定により許可を受けて物件を設けたとき

は、その許可をもって占用の許可とみなす。 

（過料） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者

は、１０，０００円以下の過料に処する。 

 ～  略 

  第１５条第１項又は第１６条第１項の許

可を受けないでこれらの行為をした者 
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  ・  略 

２ 略 

 

  ・  略 

２ 略 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１５１号 所 管 
交通局管理課 
下水道部経営企画課 

件 名 
尼崎市自動車運送事業の設置等に関する条例及び尼崎市下水道事業の設置等
に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 
地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成２４年総務省令第６号）の

施行に伴い、地方公営企業法施行規則から、当該条例第５条に規定の資本剰余金の処
分に係る引用条項が削除されたため、所要の整備を行うもの。 

 
２ 改正内容 
   資本剰余金の処分（第５条） 

地方公営企業法施行規則の条項を引用したものから、削除された引用条項の内容
を表した文言によるものに改める。 

 
３ 施行期日 
  公布の日 
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尼崎市自動車運送事業の設置等に関する条例 

尼崎市下水道事業の設置等に関する条例 

改正後 現 行 

（資本剰余金の処分） 

第 5 条 法第 32 条第 3 項の規定による資本剰

余金の処分は、資本剰余金に整理すべき資金

をもって取得した資産（資本的支出に充てる

ために交付された補助金、負担金その他これ

らに類する金銭又は物件（以下「補助金等」

という。）をもって取得した資産で当該資産

の取得に要した価額からその取得のために

充てた補助金等の金額に相当する金額（物件

にあっては、その適正な見積価額をいう。）

を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額と

みなして減価償却を行うもののうち、減価償

却を行わなかった部分に相当するものに限

る。）が滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、

若しくは廃棄したことにより生じた損失を

埋める場合に行うことができる。 

 

（資本剰余金の処分） 

第 5 条 法第 32 条第 3 項の規定による資本剰

余金の処分は、資本剰余金に整理すべき資金

をもって取得した資産（地方公営企業法施行

規則（昭和 27 年総理府令第 73号）第 8条第

4項（同規則第 9条第 3項において準用する

場合を含む。）の規定により各事業年度の減

価償却額を算出することができる固定資産

のうち、減価償却を行わなかった部分に相当

するものに限る。）が滅失し、又はこれを譲

渡し、撤去し、若しくは廃棄したことにより

生じた損失をうめる場合に行うことができ

る。 
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞

種 別 その他 番 号 議案第１５２号 所 管 高等学校教育振興担当 

件 名 工事請負契約について（城内高校校舎改修等工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 
大阪市浪速区難波中３丁目５番１９号 
南海辰村・鍵田共同企業体 
代表者 南海辰村建設株式会社 代表取締役 猪﨑 光一 

２ 契約金額 
  ９７４，４００，０００円 
３ 契約の方法 
  一般競争入札（制限付） 
４ 開札年月日 

平成２４年１０月２２日 
５ 工事内容 
  北棟改修工事（耐震補強工事含む） 
   鉄筋コンクリート造り ３階建て １棟 

延べ面積 ２，５０５平方メートル、主な工法 ＫＴブレース工法 
南棟改修工事（耐震補強工事含む） 
鉄筋コンクリート造り ３階建て １棟 
延べ面積 ４，３８４平方メートル、主な工法 ＫＴブレース工法  

  体育館耐震補強工事（改修工事含む） 
鉄筋コンクリート造り（一部鉄骨造り）２階建て １棟 
延べ面積 １，０７９平方メートル、主な工法 梁の鉄板補強 

  校舎増築工事 
軽量鉄骨造り 平屋建て ２棟 
食堂・武道場棟  建築面積   ８８４．９０平方メートル 

延べ面積   ８４４．６６平方メートル 
普通・特別教室棟 建築面積 １，０４１．４１平方メートル 

延べ面積   ９８７．０９平方メートル 
  既存武道場解体工事 
  既存付属建物等解体及び改築工事（守衛室、自転車置き場等） 
  屋外付帯工事（外構等） 
６ 工期 
  契約締結の日から平成２６年３月２０日まで 
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（※　金額は消費税を含まない。）

開　札　結　果　表

※最低制限価格抵触

宮崎・苅田特別共同企業体

南海辰村・鍵田共同企業体

飛島・香山共同企業体

ＮＩＰＰＯ・吉川組共同企業体

青木あすなろ・菊田共同企業体

北野・ユハラ特定建設工事共同企業
体

867,800,000

※最低制限価格抵触

898,820,000

879,000,000 ※最低制限価格抵触

― ※工事費積算内訳書不備

928,000,000円

853,000,000 ※最低制限価格抵触

※最低制限価格抵触

※最低制限価格抵触820,000,000

柄谷・カラタニエンジニアリング共
同企業体

予　定　価　格 1,088,150,000円

平成２４年１０月２２日

城内高校校舎改修等工事

南海辰村・鍵田共同企業体 落　札　金　額

924,927,000円最低制限価格

ナカノフドー・オカモト共同企業体

開札年月日

落　札　者　名

件　　　　　名

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

896,000,000

928,000,000
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞

種 別 その他 番 号 議案第１５３号 所 管 高等学校教育振興担当 

件 名 工事請負契約について（城内高校校舎改修等工事のうち機械設備工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 
尼崎市西本町２丁目５番地 
株式会社竹内工業所 代表取締役 竹内 英正 

 
２ 契約金額 
  ２５６，２００，０００円 
 
３ 契約の方法 
  一般競争入札（制限付） 
 
４ 開札年月日 

平成２４年１０月２５日 
 

５ 工事内容 
  機械設備工事 

空調設備工事  一式 
   換気設備工事  一式 
   衛生設備工事  一式 
   仮設工事    一式 

 
６ 工期 

契約締結の日から平成２６年３月２０日まで 
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（※　金額は消費税を含まない。）

開　札　結　果　表

開札年月日 平成２４年１０月２５日

件　　　　　名 城内高校校舎改修等工事のうち機械設備工事

落　札　者　名 ㈱竹内工業所 落　札　金　額 244,000,000円

予　定　価　格 272,580,000円 最低制限価格 231,693,000円

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

㈱竹内工業所 244,000,000

㈱田中水道工業所 258,000,000

㈱中の島商会 267,500,000

㈱大城工業所 340,000,000 ※予定価格超過

下坂設備工業㈱ 辞退
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１５４号 所 管 施設課、学校耐震化担当 

件 名 工事請負契約について（武庫南小学校北東棟等耐震補強工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 
尼崎市杭瀬北新町１丁目５番１１号 
宮崎建設株式会社 代表取締役 宮崎 俊二 

 
２ 契約金額 

１６６，４２５，０００円 
 
３ 契約の方法 
 一般競争入札（制限付） 

 
４ 開札年月日 
 平成２４年１０月２２日 

 
５ 工事内容 

北東棟耐震補強工事 
鉄筋コンクリート造り ３階建て １棟 

 延べ面積  １，２６１平方メートル 
 主な工法  ＫＴブレース工法 
渡り廊下棟耐震補強工事 
鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟 

 延べ面積  ５５３平方メートル 
 主な工法  ＫＴブレース工法 
体育館耐震補強工事 
鉄筋コンクリート造り(一部鉄骨造り) ２階建て １棟 
延べ面積  ８９８平方メートル 

 主な工法  鉄骨屋根補強 
耐震補強工事に伴う電気設備工事 
    〃    機械設備工事 

 
６ 工期 

契約締結の日から３００日間 
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（※　金額は消費税を含まない。）

大松建設㈱

開札年月日

落　札　者　名

件　　　　　名

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

206,200,000

158,500,000

㈱松善工務店

予　定　価　格 175,260,000円

平成２４年１０月２２日

武庫南小学校北東棟等耐震補強工事

宮崎建設㈱ 落　札　金　額

148,971,000円最低制限価格

158,500,000円

164,700,000

※予定価格超過

163,000,000

辞退

※予定価格超過

144,500,000

179,750,000 ※予定価格超過

㈱トータルサプライ

㈱吉川組

177,700,000

㈱三田工務店

㈱オカモト・コンストラクション・
システム

㈱ユハラ

開　札　結　果　表

無効 ※小田北中学校北棟等耐震
補強工事落札の為入札無効

㈱鍵田組 無効 ※城内高校校舎改修等工事
落札の為入札無効

※最低制限価格抵触

海月建設㈱

宮崎建設㈱
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１５５号 所 管 施設課、学校耐震化担当 

件 名 工事請負契約について（小田北中学校北棟等耐震補強工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 
尼崎市神崎町１番４０号 
株式会社ユハラ 代表取締役 小村 公成 

２ 契約金額 
  ３０８，７００，０００円 
３ 契約の方法 
 一般競争入札（制限付） 

４ 開札年月日 
 平成２４年１０月２２日 

５ 工事内容 
北棟耐震補強工事 
鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟 

 延べ面積  ３，０２４平方メートル 
 主な工法  ピタコラム工法 
南棟耐震補強工事 
鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟 

 延べ面積  ２，４５７平方メートル 
 主な工法  ピタコラム工法 
中棟耐震補強工事 
鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟 

 延べ面積  ９１０平方メートル 
 主な工法  鉄骨ブレース工法 
体育館耐震補強工事 
鉄筋コンクリート造り(一部鉄骨造り) ３階建て １棟 

 延べ面積  １，３６０平方メートル 
 主な工法  鉄骨屋根補強 
体育館外壁改修工事 
耐震補強工事に伴う電気設備工事 
    〃    機械設備工事 

６ 工期 
契約締結の日から４００日間 
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（※　金額は消費税を含まない。）

開　札　結　果　表

㈱ユハラ

大松建設㈱

㈱オカモト・コンストラクション・
システム

宮崎建設㈱

284,800,000

辞退

294,000,000円

279,500,000 ※最低制限価格抵触

※最低制限価格抵触

308,800,000

㈱柄谷工務店

予　定　価　格 339,610,000円

平成２４年１０月２２日

小田北中学校北棟等耐震補強工事

㈱ユハラ 落　札　金　額

288,668,000円最低制限価格

海月建設㈱

開札年月日

落　札　者　名

件　　　　　名

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

辞退

294,000,000
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（議案説明資料） 

＜平成２４年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１５６号 所 管 市民協働局企画管理課 

件 名 指定管理者の指定について（尼崎市立富松住宅） 

内       容 

１ 施設名・所在地 
  尼崎市立富松住宅 
   尼崎市富松町３丁目 
 
２ 指定管理者 
  尼崎市西長洲町２丁目３番１１号 
   富松ナビ・みらい 
    代表者 株式会社大道プロミネンス 
     代表取締役 勇 正一郎 
 
３ 指定期間 
  平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで（３年間） 
 
４ 選定方法 
  平成２４年８月２８日から９月２７日まで公募を行い、５人の外部委員からなる選
定委員会において、事業計画書などの書類審査とプレゼンテーションによる審査を実
施し、選定した。 

 
５ 応募団体   ２団体 
 
６ 選定理由 

選定に当っては、①「富松住宅の効用を最大限に発揮させるものであるか」、②「富
松住宅の管理に係る経費の縮減が図られるものであるか」、③「富松住宅の管理を安
定して行う能力を有しているものであるか」、④「住替え支援に関する能力を有して
いるものであるか」、⑤「事業終息についての考え方を有しているか」の５つの視点
を設けた。 
富松ナビ・みらいは、グループ内の４社で連携し２４時間体制の緊急連絡先を明確

にするとともに、毎週土曜日は現地に管理人を常駐させることや、富松新聞の発行な
ど住民にとって安心感のある具体的な提案が盛り込まれており、総合的に富松住宅の
指定管理者の候補者として最適であると判断した。 
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応募者一覧 

 法人等の名称 代表者名 所在地 

岸本建設グループ 

代表団体 株式会社岸本管理 
代表取締役 
 岸本 吉二 

尼崎市南武庫之荘３丁目２
４番２０号 

１ 

構成団体 株式会社岸本建設 
代表取締役 
 岸本 吉史 

尼崎市南武庫之荘３丁目２
４番２０号 

富松ナビ・みらい 

代表団体 
株式会社大道プロミネ
ンス 

代表取締役 
 勇 正一郎 

尼崎市西長洲町２丁目３番
１１号 

構成団体 
株式会社地域環境計画
研究所 

代表取締役 
 若狭 健作 

尼崎市南武庫之荘３丁目２
０番１２号 

構成団体 
株式会社アローライフ
コミュニティ 

代表取締役 
 中務 稔也 

大阪市浪速区桜川４丁目１
番３２号 

２ 

構成団体 合資会社マットシティ 
代表社員 
 末村 巧 

大阪市中央区北浜東１番１
５号 
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